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第２号様式(第６条第１項)
有料老人ホーム重要事項説明書

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作成日　　令和６年12月1日
１　事業主体概要
	事業主体名
	医療法人　横浜未来ヘルスケアシステム

	代表者名
	理事長　横川秀男

	所在地
	〒244-0003　神奈川県横浜市戸塚区戸塚町116番地

	電話番号／ＦＡＸ番号
	045-865-0900／045-865-0505

	ホームページアドレス
	https://ofa-yokohama.com

	資本金(基本財産)
	151億円

	主な出資者(出捐者)とその金額又は比率 ※１
	寄付行為による財団の為、出資者はいません

	設立年月日
	昭和28年　5月　9日

	直近の事業収支決算額 
※２（令和５年度）
	(収益)296,407,221円　(費用)303,388,516円　(損益)-6,981,295円

	会計監査人との契約
	　有（税理士法人　よしとみパートナーズ会計事務所）

	他の主な事業
	医療


※１　出資(出捐)額の多い順に上位３者の氏名又は名称並びに各出資(出捐)額又は比率を記入。
※２　原則として、収益は売上高＋営業外収益、費用は売上原価＋販売費及び一般管理費＋営業外費用、損益は経常利益とする。
２　施設概要
	施設名
	戸塚共立ゆかりの里

	施設の類型及び
表示事項
	類型
	介護付（一般型・外部サービス利用型）

	
	居住権利形態
	利用権方式　

	
	入居時要件
	要介護　　

	
	介護保険
	市指定介護保険特定施設
(番号1471003366、指定年月日平成29年4月1日)介護専用型

	
	居室区分
	全室個室 

	
	介護に関わる職員体制
	　2　：　1　以上

	
	提携ホームの利用等
	１ 提携ホーム利用可(　　　　　　　　　　　　 )
２ 提携ホーム移行型(　　　　　　　　　 　　　)

	開設年月日
	　平成29年　　4月　　1日

	施設の管理者氏名
	谷村　京子

	所在地
	〒244-0003　神奈川県横浜市戸塚区戸塚町157-3

	電話番号／ＦＡＸ番号
	045-285-1165／045-871-7802

	メールアドレス
	tk_yukari@tmg.or.jp

	交通の便 ※３
	(電車)JR東海道線・横須賀線・横浜市営地下鉄「戸塚」駅徒歩8分

	ホームページアドレス
	https://www.ofa-yokohama.com/ 

	敷地概要 ※４
	権利形態　所有　敷地面積　　3184.4㎡

	建物概要
	権利形態　所有　
建物の構造　重量鉄骨造　地上5階建(耐火)
延床面積　6776.1㎡（うち有料老人ホーム　2139.4㎡）
建築年月日　平成28年　12月　26日建築
建築確認の用途指定　有料老人ホーム

	居室、一時介護室の概要
	居室総数　52室　定員　52人(一時介護室を除く)
	内訳
	居室定員
	室　数
	面　　積

	居室
	個室
	52室
	18㎡～　　25㎡

	一時介護室
	個室
	　室
	㎡～　　　㎡




	共用施設・設備の概要（設置箇所、面積、設備の整備状況等）
	食堂
	設置階　　3.4.5階　(　　225.2 ㎡)

	
	浴室
	一般浴槽
	設置階　　3.4.5階　(　　 27.0 ㎡)

	
	浴室
	リフト浴
	設置階　　　　　　 (　　　　　㎡)

	
	
	ストレッチャー浴
	設置階　　　　3階  (　　16.4 ㎡)

	
	便所
	設置箇所　　　　　　　　 54箇所

	
	洗面設備
	設置箇所　　　　　　　　　4箇所

	
	医務室(健康管理室)
	設置階　　　　 4階 (　　 19.5 ㎡)

	
	談話室
	設置階　　　　　 　(　　　　　㎡)

	
	面談室
	設置階　　　　 4階 (　　 19.5 ㎡)

	
	事務室
	設置階         4階

	
	洗濯室
	設置階　　3.4.5階　 (　　13.5 ㎡)

	
	汚物処理室
	設置階    3.4.5階

	
	看護・介護職員室
	設置階　　3.4.5階

	
	機能訓練室
	設置階　　　　　5階　(　　16.5 ㎡)
他の共用施設との兼用　無

	
	健康・生きがい施設
	設置階　　　　　 　(　　　　　㎡)

	
	エレベーター ※５
	2基(うちｽﾄﾚｯﾁｬｰ搬入可　2基)

	
	スプリンクラー
	設置箇所 　3.4.5階　　

	
	居室のある区域の廊下幅
	両手手すり設置後の有効幅員
(18.03㎡～22.30㎡)

	消防用設備等
	消火器
	有

	
	自動火災報知設備
	有

	
	火災通報設備
	　有

	
	スプリンクラー
	有

	
	防火管理者
	有

	
	防災計画
(水害・土砂災害含む)
	有

	緊急通報装置等緊急連絡
安否確認
	緊急通報装置等の種類及び設置箇所
居室各ベッドサイドに通話可能な緊急コール、居室内トイレ、共用部分各浴室及びトイレに緊急コールを設置。
安否確認の方法・頻度等
1日5回スタッフが居室の巡回を行います。　緊急コールに対しては、常
時最寄りのケアステーションまたはスタッフ(介護及び看護職員)の携帯するPHSにて応対し、必要に応じ協力医療機関に相談し対応いたします。
居室からベランダには、利用者のみでは出られません。出たい場合は、スタッフにお声掛けいただきます。スタッフもしくはご家族の付添の元、ベランダに出ることができます。

	同一敷地内の併設施設又は事業所等の概要 ※６
	・産婦人科診療所（横浜未来ヘルスケアシステム：2,359.57㎡）
・透析診療所（横浜未来ヘルスケアシステム：572.82㎡）
・病児保育室（横浜未来ヘルスケアシステム：169.45㎡）
・地域交流施設・オープンスペース（横浜未来ヘルスケアシステム：494.06㎡）

	有料老人ホーム事業の提携ホーム及び提携内容
	　　　　　　　　　　　　　―


※３　最寄りの交通機関からの距離を徒歩で示す場合は、１分を80ｍ以下の距離で換算。
※４　借地契約を締結していない場合は、敷地面積のみ記入する。
※５　ここでいうストレッチャーは標準仕様のものとする。
※６　同一建物内の施設は全て、営業主体と面積とともに記入する。併設施設又は事業所等が、介護保険法により居宅サービス事業者として指定されている場合（指定居宅介護支援を含む）は、その種類と番号を記載すること。

３　利用料 ※７
（１）利用料の支払い方式
	支払い方式 ※８
	選択方式

	入院等による不在時における利用料金(月払い)の取り扱い
	　日割り計算で減額
　対象：介護費用、水光熱費

	利用料金の改定
	条件
	管理費・食費については、人件費、物価の変動、提供するサービス形態の変更、コストの見直しなどがあった場合

	
	手続き方法
	運営懇談会にて入居者・家族に説明。意見も聞いたうえで決定致します。



（２）一時金方式
	費用の支払方法 ※９
	【一時金】
契約後、請求書を渡し、当施設銀行口座にお振込み頂きます。
【家賃相当額、管理費】
当月分（入居月及びその翌月分を除く）は、前月26日（休日の場合直前の営業日.以下同じ）に事業者の指定する口座への口座振替。
入居月及びその翌月分は、入居前に事業者の指定する口座に口座振込。
【食費、光熱水費、その他の費用】
月末締（入居月分を除く）で翌月15日までに事業者から明細を提示した上毎月26日に事業者の指定する口座への口座振替。
入居月分は、翌月15日に事業者から明細を提示した上、同月26日までに事業者の指定する口座への口座振替。

	敷　金　
	　 有（100,000円）
　退去時に居室内の修復・清掃にて使用。残金は返還致します。　

	前払金 
(介護費用の前払金を除く)
	1　法第29条第7項に規定される前払金　
2　上記以外の一時金（無し）　
	4,900,000円 
～7,900,000円

	想定居住期間又は償却期間
	想定居住期間は、入居している又は入居することが想定される入居者の入居後の各年経過時点での退去率をもとに、居住継続率が概ね50%となるまでの期間を考慮して下記のとおり定めています。
・全年齢　 60ヶ月（5年）

	算定の基礎（内訳）
	専用居室、共用部分の利用のための家賃相当額で、初期投資額、ご入居者の年齢、平均入居期間を考慮した金額です。
入居金＝１ヶ月分の家賃相当額（円）× 想定居住期間（月数）
※30日に満たない端数は日割にて算出

	解約時の返還金（算定方法等）
	想定居住期間（60ヵ月）の家賃相当額は、入居日の当日から想定居住期間満了日までに契約が終了した場合には、次の方法により算出した額を返還するものとします。
・契約終了の場合
返還金＝入居一時金-（入居開始日から契約終了日までの期間×家賃相当額）
※入居開始日から30日毎に、一時金を想定居住期間(60か月)で除した額を償却。
※端数については、日割り計算により算出した金額を償却。
※1円未満の端数切捨て。
（備考）
・償却期間終了後の返還金はありません。
・解約時の返還金は、入居契約終了日及び居室明渡し日のうち、いずれか遅い日の翌日から起算して原則90日以内に返還するものとします。

	返還の対象とならない額の有無
	無 

	短期解約(死亡退去含む)の返還金の算定方式
	期間：3か月　　起算日：入居日の翌日
利用開始日から3か月以内に契約が終了した場合は、一時金を返金致します。その際は、下記方法にて算出した日割費用をいただきます。
算定方法：一月の費用を、30で除した額に、入居開始日から契約終了日までの日数を乗ずる金額を別途いただきます。
※月払い利用料は別途日割に精算致します。
※利用期間に応じた施設利用費の支払いは、前払金の返還と相殺して行う場合があります。

	初期償却の開始日
	入居日初日

	月額利用料
	173,814　円 ～　　248,814　円　※介護費用を除く

	年齢に応じた金額設定
	無 

	要介護状態に応じた金額設定
	無 

	料金プラン
※10

	月額利用料
	内　　訳

	
	
	管理費
	介護
費用
	食費
	光熱
水費
	家賃
相当額
	その他

	
	(Aタイプ800万円)
173,814円
	64,000
	別途負担
	55,080
	26,400
	28,334
	実費〔料金表Ⅱ〕

	
	(Bタイプ800万円)
194,814円
	64,000
	別途費用
	55,080
	26,400
	53,334
	実費〔料金表Ⅱ〕

	
	(Aタイプ500万円)
223,814円
	64,000
	別途費用
	55,080
	26,400
	78,334
	実費〔料金表Ⅱ〕

	
	(Bタイプ500万円)
248,814円
	64,000
	別途費用
	55,080
	26,400
	103,334
	実費〔料金表Ⅱ〕

	算定根拠
※11
	管理費
	施設の維持管理費、事務費、事務管理部門の人件費
（非課税）

	
	介護費用
	（介護保険に係る利用料は別途負担）

	
	食費
（1食当たり）
	朝食：432円、昼食：648円、おやつ：108円、
夕食：648円(ソフト食は別途追加料金有　1食162円)
※1日3食30日召し上がった場合　55,080円
※軽減税率の適応として、税率8％で据え置き

	
	光熱水費
	居室の光熱水費、共用部分の光熱水費（按分）、
環境衛生

	
	家賃相当額
	施設の開発費、土地及ぶ建物の修繕費、管理事務費等を含む総費用を平均的な余命等を勘案して、1室あたりの月額費用を算出
（非課税）

	
	その他
	

	月額利用料に含まれない実費負担等　※12
	理美容代、電話・インターネット等の利用料、介護用品（紙おむつを含む）費、レクリエーション一部有料プログラム・参加任意のイベント参加料、退去時の居室の補修費用等、医療機関で診療を受けた費用のうち、公費又は健康保険で給付される以外の費用　等。
詳細はオプション料金一欄表を参照のこと。

	[bookmark: _Hlk520436176]介護保険に係る利用料
※13
(適用を受ける場合は、市区町村から交付される「介護保険負担割合証」に記載された利用者負担の割合に応じた額)

	特定施設入居者生活介護　　（加算含む）　 　 　（１か月30日の例）
	区　分
	月　　額
	（1割負担）
	（2割負担）
	(3割負担)

	要介護１
	　213.768円
	21.376円
	42.753円
	64.130円

	要介護２
	　238.547円
	23.854円
	47.709円
	71.564円

	要介護３
	　264.436円
	26.443円
	52.887円
	79.330円

	要介護４
	　288.475円
	28.847円
	57.695円
	86.542円

	要介護５
	　313.994円
	31.399円
	62.798円
	94.198円


　   
 各種加算の状況
	身体拘束廃止取組の有無
	有(基準型）

	高齢者虐待防止措置実施の有無
	有(基準型）

	退院・退所時連携加算
	有

	入居継続支援加算
	無

	生活機能向上連携加算
	有

	個別機能訓練加算 
	無

	夜間看護体制加算 
	有

	若年性認知症入居者受入加算
	有

	協力医療機関連携加算
	有

	口腔衛生管理体制加算
	無

	栄養スクリーニング加算
	無

	看取り介護加算   
	有

	認知症専門ケア加算
	無

	科学的介護推進体制加算　
	有

	退居時情報提供加算
	有

	高齢者施設等感染対策向上加算ⅠⅡ
	有

	生産性向上推進体制加算
	有

	サービス提供体制強化加算
	有（Ⅰ）イ

	新興感染症など施設療養費
	有

	介護職員等処遇改善加算
	有 Ⅰ






（３）月払い方式
	費用の支払方法
※９
	【敷金】
入居前に当施設銀行口座にお振込み頂きます。
【家賃相当額、管理費】
当月分（入居月及びその翌月分を除く）は、前月26日（休日の場合直前の営業日.以下同じ）に事業者の指定する口座への口座振替。
入居月及びその翌月分は、入居前に事業者の指定する口座に口座振込。
【食費、光熱水費、その他の費用】
月末締（入居月分を除く）で翌月15日までに事業者から明細を提示した上、毎月26日に事業者の指定する口座への口座振替。
入居月分は、翌月15日に事業者から明細を提示した上、同月26日までに事業者の指定する口座への口座振替。

	敷金
	　 有（　100,000　円）
※内10万円を敷金として取り扱い、居室内の修復・清掃にて使用。
残金は返還致します。

	月額利用料
	　　　305,480　円 ～　330,480　円

	年齢に応じた金額設定
	　無

	要介護状態に応じた金額設定
	　無

	料金プラン
※10
	月額利用料
	内　　訳

	
	
	管理費
	介護
費用
	食費
	光熱
水費
	家賃
相当額
	その他

	
	Aタイプ305,480円
	64,000
	別途負担
	55,080
	26,400
	160,000
	実費〔料金表Ⅱ〕

	
	Bタイプ330,480円
	64,000
	別途負担
	55,080
	26,400
	185,000
	実費〔料金表Ⅱ〕

	
	管理費
	施設の維持管理費、事務費、事務管理部門の人件費
（非課税）

	算定根拠
※11
	介護費用
	（介護保険に係る利用料は別途負担）

	
	食費
（一食当たり）
	朝食：432円、昼食：648円、おやつ：108円、
夕食：648円(ソフト食は別途追加料金有　1食162円)
※1日3食30日召し上がった場合　55,080円
※軽減税率の適応として、税率8％で据え置き

	
	光熱水費
	居室の光熱水費、共用部分の光熱水費（按分）、
環境衛生

	
	家賃相当額
	施設の開発費、土地及ぶ建物の修繕費、管理事務費等を含む総費用を平均的な余命等を勘案して、1室あたりの月額費用を算出
（非課税）

	
	その他
	

	月額利用料に含まれない実費負担等
※12
	理美容代、電話・インターネット等の利用料、介護用品（紙おむつを含む）費、レクリエーション一部有料プログラム・参加任意のイベント参加料、退去時の居室の補修費用等、医療機関で診療を受けた費用のうち、公費又は健康保険で給付される以外の費用　等。
詳細はオプション料金一欄表を参照のこと。

	介護保険に係る利用料
※13
(適用を受ける場合は、市区町村から交付される「介護保険負担割合証」に記載された利用者負担の割合に応じた額)
	
特定施設入居者生活介護　（加算含む）　 　 　（１か月30日の例）
	区　分
	月　　額
	（1割負担）
	（2割負担）
	(3割負担)

	要介護１
	　213.768円
	21.376円
	42.753円
	64.130円

	要介護２
	　238.547円
	23.854円
	47.709円
	71.564円

	要介護３
	　264.436円
	26.443円
	52.887円
	79.330円

	要介護４
	　288.475円
	28.847円
	57.695円
	86.542円

	要介護５
	　313.994円
	31.399円
	62.798円
	94.198円



 各種加算の状況
	身体拘束廃止取組の有無
	有(基準型）

	高齢者虐待防止措置実施の有無
	有(基準型）

	退院・退所時連携加算
	有

	入居継続支援加算
	無

	生活機能向上連携加算
	有

	個別機能訓練加算 
	無

	夜間看護体制加算 
	有

	若年性認知症入居者受入加算
	有

	協力医療機関連携加算
	有

	口腔衛生管理体制加算
	無

	栄養スクリーニング加算
	無

	看取り介護加算   
	有

	認知症専門ケア加算
	無

	科学的介護推進体制加算　
	有

	退居時情報提供加算
	有

	高齢者施設等感染対策向上加算ⅠⅡ
	有

	生産性向上推進体制加算
	有

	サービス提供体制強化加算
	有（Ⅰ）イ

	新興感染症等施設療養費
	有

	介護職員等処遇改善加算
	有 Ⅰ







（４）共通事項
	改定ルール（勘案する要素及び改定手続等）
	管理費・食費については、人件費、物価の変動、提供するサービス形態の変更、コストの見通しなどに基づき、運営懇談会の意見も聞いた上で決定します。

	前払金の返還金の保全措置
	有
	保全措置の内容(医療法人横浜未来ヘルスケアシステムを委託者、株式会社山田エスクロー信託を受託者、目的施設入居者を受益者とする信託保全契約を締結しています。この信託契約により保全金額に相当する部分が保全されます。(月払い プランは非該当となります)

	サービス提供に伴う事故等が発生した場合の損害賠償保険等への加入
	　 有　(東京海上日動火災保険株式会社)

	消費税の対象外とする利用料等
	家賃相当額、管理費用、介護保険利用料

	短期利用の設定
	　無 ・ 有　有の場合は　別添短期利用のサービス等の概要 参照



※７　消費税を含む総額表示とすること。
※８　前払い方式と月払い方式の併用の場合は選択方式とする。
※９　前払金や月額利用料の請求時期や支払い方法等を記入する。
※10　複数の料金プランがあるときはそれぞれのプランの金額を示す。多様なプランがあるときは別紙による明記でも可能だが、その場合でも、最低額、最高額、標準的な額のプランは記載すること。
※11  介護費用は介護保険に係る利用料を除く。
食費が１日単位の場合は、１か月30日の場合の費用を記入するとともに、その旨記入する。
光熱水費は当該費用に含まない部分（居室等）の負担がある場合は、その旨記入する。
※12　見込まれる総ての項目名を列記すること。
※13　個別機能訓練加算、夜間看護体制加算、医療機関連携加算、認知症専門ケア加算、サー
ビス提供体制強化加算及び介護職員処遇改善加算を含めて記入する。

（５）設備に係る利用者負担(修繕項目一覧) 
	【照明(電球、蛍光管の取替え)】 
	1、日常の消耗における取り替え・交換

	【床（畳・フローリング・カーペットなど）】 
	1. 電化製品等のサビ跡（サビを放置し、床に汚損等の損害を与えた場合） 
2. 引越作業等で生じたキズ 

	【壁、天井（クロスなど）】 

	1.壁等のくぎ穴、ネジ穴（重量物をかけるためにあけたもので、下地ボードの張替えが必要な程度のもの） 
2.利用者が天井に直接つけた照明器具の跡 
3. 落書き等の故意による毀損 

	【建具、柱等】 
	1. 落書き等の故意による毀損 

	【設備、その他】 

	1. 日常の不適切な手入れもしくは用法違反による設備の毀損 
2. 鍵の紛失又は破損による取替え 



（６）不在時の取扱い/食事キャンセル
	不在時の費用負担

	１．介護費用の取扱い 
ご帰宅等される場合は前もってご連絡ください。不在期間については、介護保険利用料の請求はございません。 
２．家賃相当額、管理費は、在室時と同等の額をご負担いただきます。

	不在期間の考え方 
	「不在期間」は、外出初日を除いた実質不在日を基準に計算します。 
入居契約終了後明け渡しまでの期間についても不在期間と同様に費用が発生します。

	食事キャンセル 
	食事をキャンセルする場合は、３日前までに事務室又は介護職員に申し出て下さい。 
キャンセルの申し出がない場合は召し上がるものとして準備し、召し上がらなかったときも提供したものとして食費が請求されます。 










４　サービスの内容
（１）全体の方針
	運営に関する方針
	私たちにとって、ご入居者様の『笑顔』は何よりの喜びです。
戸塚共立ゆかりの里は病院グループが運営しており、「安心した生活」をご入居者様やそのご家族様に対して提供します。
各々の知識や技術、経験を活かし、多職種のスタッフが連携し合い、『One for all, All for one. ～１人は皆の為に、皆は１人のために～』の精神でご入居者様の生活をサポート致します。
日々の生活の中で、ご入居者様・ご家族様の笑顔がひとつでも増えていくよう、お１人おひとりに寄り添う心を大切にしていきます。心から『幸せだ』と感じて頂けるような介護を実践していきます。

	サービスの提供内容に関する特色
	【医療】徒歩3分、総合病院の365日24時間
バックアップで安心の暮らし
協力医療機関の戸塚共立第１病院まで徒歩３分と至近にあり、万が一の場合にも万全の態勢でバックアップ致します。
【介護】24時間介護
 介護職員は2対1配置とし、7割以上の職員が介護福祉士（国家資格）を有しています。
【健康】グループ全体での健康促進で
健康な生活をサポート
 グループ内の健康運動指導士による健康運動教室を実施します。
【人工透析】同施設内に透析施設 
入居しながら人工透析治療を受けることができます

	入浴、排せつ又は食事の介護
	　自ら実施

	食事の提供
	委託

	洗濯、掃除等の家事の供与
	自ら実施、一部委託

	健康管理の供与
	自ら実施

	安否確認又は状況把握サービス
	自ら実施

	生活相談サービス
	自ら実施



（２）介護サービスの内容
	月額利用料（介護費用、光熱水費、家賃相当額を除く）に含まれるサービスの内容・頻度等
	管理費
	食事・健康面・趣味・人間関係等の生活相談は職員が実施。業者の紹介、サークル活動支援、イベント企画、共用スペースの維持・管理・清掃等。

	
	食　費
	入居者の選択による1日3食の提供、医師の指示による治療食の病態食の提供、食堂での配下膳。

	
	その他
	

	(介護予防)特定施設入居者生活介護による保険給付及び介護費用によりホームが提供する介護サービスの内容・頻度等
	　別添　介護サービス等の一覧表による

	月額利用料に含まれない実費負担の必要なサービスとその利用料
	　別添　介護サービス等の一覧表及び管理規程による

	一部又は全部の業務を委託する場合は委託先及び委託内容 ※14
	厨房運営：株式会社ＬＥＯＣ
委託内容：食事（1日3食）、おやつの調理
（施設内厨房にて調理）
共有部の清掃：株式会社　ダスキン
（居室内の清掃は、自ら実施）
定期の洗濯：株式会社　柴橋商会
（不定期の洗濯は、自ら実施）

	苦情解決の体制（相談窓口､責任者､連絡先、第三者機関の連絡先等） ※15

	【運営懇談会の開催】
事業者は、本契約の履行に伴って生ずる諸種の問題に関し、契約当事者が意見交換を行う場として運営懇談会を設置し、年2回定例会を実施します。また必要に応じて臨時に開催します。運営懇談会の構成員は、入居者・身元引受人・家族等、ホームを代表する職員とします。
【ご意見・苦情　窓口】
入居者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、本件サービスに関する利用者の要望、苦情等に対して、迅速に対応します。 
サービス内容に関する相談・苦情
〇施設窓口
・苦情解決責任者：谷村　京子（管理者）
・苦情受付責任者：赤澤　淳子(相談員)
　連絡先：045-285-1165
〇第三者機関
・横浜市健康福祉局高齢施設課　　　　連絡先：045-671-4117
・神奈川県国民健康保険団体連合会介護苦情係
連絡先：045-329-3447

	事故発生時の対応（医療機関等との連携、家族等への連絡方法・説明等）
	１．事業者は、入居者に事故が発生した場合には、速やかに身元引受人に連絡をとるとともに、主治の医師に連絡をとる等必要な措置を講じます。 
２．事業者は、状況、処置等の記録を残し、必要に応じて市区町村へ報告します。 
３．事業者は、対処方法について、施設内で対応マニュアルを定めており、都度その原因を解明し、再発しないように対策を講じます。

	事故発生の防止のための指針
	　有

	損害賠償（対応方針及び損害保険契約の概要等）
	１．事業者は、事故の原因が事業所の責めに帰す場合、所定の手続きを経て損害賠償を速やかに行います。
事業者が加入しているのは介護サービス事業者賠償責任保険。
２．事業者は、入居者に対する介護サービスの提供に当たって、万が一事故が発生し、入居者の生命・身体・財産に損害が発生した場合は、不可抗力による場合を除き、速やかに入居者に対して損害を賠償します。但し、入居者に重過失がある場合は、事業者は賠償責任を免除され、または賠償額を減額されることがあります。
３.事業者は、事業者の責めに帰すべき事由がない限り、損害賠償責任を負いません。とりわけ以下の各号に該当する場合には、事業者は損害賠償を免れます。
① 入居者及び身元引受人が契約締結に際し、その心身の状況及び病歴等の重要事項について、故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
② 入居者及び身元引受人がサービスの実施にあたって、必要な事項に関する聴取、確認に対して故意にこれを告げず、又は不実の告知を行ったことにもっぱら起因して損害が発生した場合
③ 入居者の急激な体調の変化、お一人での転倒、ベッドからの転落事故等、事業者の実施したサービスを原因としない事由にもっぱら起因して損害が発生した場合
④ 入居者が、事業者の指示等に反して行った行為にもっぱら起因して損害が発生した場合


	非常災害対策及び事業継続計画(BCP)
	＊	年２回の消防訓練の実施
＊	非常災害対策（地震等）の訓練は地域合同訓練等に参加
＊	非常食の備蓄（３日分確保）
消防設備：スプリンクラー　自動火災通報装置、熱感知器、非常
灯、誘導灯、非常階段

＊事業継続計画(BCP)について
１．感染症や非常災害の発生時において、介護保険サービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画（業務継続計画）策定し当該業務継続計画に従って必要な措置を講じます。
２．職員に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を 定期的に実施します。 
３．定期的(年に1回程度)に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行います。

＊大規模災害時のサービスの継続可否について
感染症の発生や大規模な自然災害（台風、大雨，洪水等）や、交通
災害（道路の破損、工事等）が発生した場合、職員が不足し通常運
営ができなくなる可能性がございます。有事においてはこちらの
都合でサービスを一時中止する場合がございます。有事の際の対
応は当該事業継続計画(BCP)に従って必要な措置を講じます。

	感染症の予防及びまん延の防止のための措置及び事業継続計画(BCP)
	染症の発生及びまん延等に関する取組の徹底を求める観点から委
員会の開催、指針の整備、研修の実施、訓練（シミュレーション）
の実施等取り組みます。
事業運営がひっ迫する事態の感染症が発生した場合、職員が不足
し通常運営ができなくなる可能性がございます。有事の際の対応
は当該事業継続計画(BCP)に従って必要な措置を講じます。

	ハラスメント対策
	介護サービス事業者のハラスメント対策を強化する観点から、
「利用者の人権の擁護、虐待の防止」、「男女雇用機会均等法におけるハラスメント対策」に取り組みます。事業者としてハラスメント防止を従業員に啓発していくため、指針の整備、研修の実施等積極的に取り組みます。従業員から利用者、家族等に対してのハラスメント、利用者、家族等から従業員に対してのカスタマーハラスメントと判断する事案があった際は、事業所で委員会の実施、必要に応じて行政機関などへの報告を行いながら対応いたします。事案によっては、契約解除などの措置も致します。

	虐待の防止について
	利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げると
おり必要な措置を講じます。事業者として虐待の防止を従業員に啓発していくため、委員会の開催、指針の整備、研修の実施等積極的に取り組みます。

	身体拘束について
	原則として利用者に対して身体拘束を行いません。ただし、自
傷他害等のおそれがある場合など、利用者本人または他人の生命
身体に対して危険が及ぶことが考えられるときは、利用者に対し
て説明し同意を得た上で、必要最小限の範囲内で行うことがあり
ます。その場合は、身体拘束を行った日時、理由及び態様等につ
いて記録を行います。事業者として、身体拘束をなくしていくた
め委員会の開催、指針の整備、研修の実施等積極的に取り組みま
す。

	秘密保持について
	従業員は、業務上知り得た利用者及びその家族に関する秘密
を正当な理由なく、第三者に漏らすことはありません。また、従業員が退職した後、在職中に知り得た利用者及びその家族の個人情報を漏らすことがないよう必要な措置を講じます。

	公益社団法人全国有料老人ホーム協会及び同協会の入居者基金制度への加入状況
	　協 会 へ の 加 入 　　 有

	
	　入居者基金への加入　 　無 

	入居者アンケート調査、意見箱等入居者の意見等を把握する取組の状況
	有
	実施日
	平成29年8月1日～現在

	
	
	実施内容
	意見箱を設置。意見に関しては通常、運営会議・サービス向上委員会で対応方法を検討します。

	第三者による評価の実施状況
	なし
	実施日
	

	
	
	実施内容
	


※14　施設の警備業務など入居者の処遇と直接関わらない業務は除く。
※15　施設の体制と併せて、神奈川県国民健康保険団体連合会や公益社団法人全国有料老人ホーム協会など、入居者が利用可能な第三者機関及び行政の担当部署の名称及び連絡先を記入。

５　介護を行う場所等
	要介護時(認知症を含む)に介護を行う場所
	居室

	入
を居
住後みに
替居え室
る又
場は
合施
設

	居室から一時介護室へ移る場合(判断基準･手続、追加費用の要否、居室利用権の取扱い等)
	該当なし

	
	従前の居室から別の居室へ住み替える場合（同上）
	適正な介護サービス提供のため、協力医療機関医師・主治医師の意見を聴き、入居者及び身元引受人等の同意を得て、かつ身元引受人の意見を聴き、一定の観察期間を設けて、居室を変更して頂くことがあります。居室を変更する場合、居室の利用権は、当初の居室から新しい居室に変更となります。居室によっては、家賃相当額に調整が必要となる場合があります。住み替える居室によっては、構造や仕様の変更が発生する場合があります。

	
	提携ホームへ住み替える場合(同上）
	該当なし



６　医療
	協力医療機関
（又は嘱託医）
の概要及び協力内容
	名　称
	医療法人横浜未来ヘルスケアシステム
戸塚共立第1病院

	
	診療科目
	内科・神経内科・外科・整形外科・消化器外科・形成外科・麻酔科・脳神経外科・乳腺外科・泌尿器科・
病理診断科・放射線科・総合診療科

	
	所在地
	神奈川県横浜市戸塚区戸塚町116番地

	
	距離及び所要時間
	0.2ｋｍ　2分

	
	協力内容
	通常外来及び往診

	協力歯科医療機関
（又は嘱託医）
の概要及び協力内容
	名　称
	医療法人戸和会　歯科佐藤

	
	所在地
	神奈川県横浜市戸塚区戸塚町4175-3

	
	距離及び所要時間
	0.2ｋｍ　3分

	
	協力内容
	通常外来及び往診

	入居者が医療を要する場合の対応（入居者の意思確認、医師の判断、医療機関の選定、費用負担、長期に入院する場合の対応等）
	医療費は入居者の負担となります。 
１．疾病・負傷等により治療が必要となった場合には、入居者の意思を確認し、身元引受人の同意を得て、協力医療機関、又は近隣の医療機関の受診に協力します。 
２．入院治療を必要とする場合は、入居者の意思を確認し、身元引受人の同意を得て、医師の判断・指示により、病院への入院の協力をいたします。 
３．入居者に病状の急変が生じた場合、運営規程に定められた緊急時の対応方法に基づき速やかに主治医又は事業者が定めた協力医療機関への連絡を行います。 
※入院期間における利用料の取扱いについては、12「不在時の取扱い／食事キャンセル」に準じます。 
４．入院が長期にわたった場合でも、契約は存続しますので、退院後は入院前の居室に戻ることができます。（入院期間中も月額利用料のうち家賃相当額、管理費をお支払いただきます。）



７　入居状況等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　(　令和7年１月22日現在)
	入居者数及び定員
	51人
	(定員52人）

	入居者の状況
	　男　性　　　9人、女　性　　42人

	
	　自　立　　　0人

	
	要介護
	51人
	内訳

	
	
	
	要介護1
	9人

	
	
	
	要介護2
	10人

	
	
	
	要介護3
	12人

	
	
	
	要介護4
	11人

	
	
	
	要介護5
	10人

	
	
	
	更新・申請中等
	0人

	
	要支援
	0人
	要支援1
	0人

	
	
	
	要支援2
	0人

	平均年齢
	　　90.7歳（男性　86.3歳、女性　91.1歳）

	運営懇談会の開催状況
	　年２回開催。入居者の状況、事故、活動報告、食事提供情報、収支報告、職員体制、意見交換等実施。　　　　　


注) 介護の要否別及び平均年齢については、入居者数が少ない等の状況により、個人が特定される場合には、プライバシー保護の観点から記入する必要はない。

８　職員体制
（１）職種別の職員数等　　単位(人)　　　　　　　　　　　(　令和　7年　1月　22日現在)
	　
	職員数
（実人数）
	常勤換算
人数
＊１＊２
	夜間職員数
（最少人数）
	備　　考
（資格・委託等）

	
	常勤
	非常勤
	
	常勤
	非常勤
	

	管理者
	　1
	　
	　
	
	
	　看護師

	生活相談員
	　
	　１
	　
	
	
	　

	直接処遇職員
	17
	14
	　27
	1
	1
	

	　
	介護職員
	16
	11
	　23
	3
	1
	

	
	看護職員
	　１
	　3
	　3.1
	
	
	

	機能訓練指導員
	　
	　1
	　
	
	
	　

	計画作成担当者
	　1
	　
	　
	
	
	　

	医師
	　
	　
	　
	
	
	

	栄養士
	　
	　
	　
	
	
	

	調理員
	　
	　
	　
	
	
	　

	事務職員
	　
	　1
	　
	
	
	　

	その他職員
	　
	　
	　
	
	
	　

	合計
	　40
	　19
	
	
	
	

	１週間のうち常勤従業員が勤務すべき時間数　＊２
	37.5
	　時間

	＊１　常勤換算人数とは、当該事業所の従業者の勤務延べ時間を当該事業所において常勤の従業員が勤務すべき時間数で除することにより、当該事業所の従業者の人数を常勤の従業者の人数に換算した人数を言う。
＊２　特定施設入居者生活介護などを提供しない場合は、記入不要。　



注１) 職員数欄の(　　)内は、非常勤職員数で内数。
２) 直接処遇職員は、要介護者及び要支援者に対して介護サービスを提供する職員と自立者に対して一時的な介護その他日常生活上必要な援助を行う職員を合わせた数とし、また、常勤換算後の人数において、自立者対応の人数を内数で記入。
３）機能訓練指導員及び計画作成担当者が他の職務を兼務している場合は、職員数の人数に※印をつけるとともに、兼務している職名を備考欄に記入。
４) 備考欄には、直接処遇職員や調理員等の委託、看護職員等の機能訓練指導員兼務、計画作成担当者の介護支援専門員資格等を記入。

（２）職員の状況　単位(人)
	管理者
	他の職務との兼務
	あり　　

	
	兼務に係る資格等
	あり　

	
	
	資格等の名称
	看護師

	
	看護職員
	介護職員
	生活相談員
	機能訓練
指導員
	計画作成
担当者

	
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤
	常勤
	非常勤

	前年度1年間の
採用者数
	0
	0
	5
	8
	0
	0
	0
	0
	1
	0

	前年度1年間の
退職者数
	0
	1
	6
	6
	0
	0
	0
	0
	0
	1

	業務に従事した経験年数に応じた職員の人数
	1年未満
	
	
	1
	5
	
	
	
	
	
	

	
	1年以上
3年未満
	
	
	3
	5
	
	
	
	
	1
	

	
	3年以上
5年未満
	

	
	2
	1
	
	
	
	
	
	

	
	5年以上
10年未満
	
	
	3
	1
	
	
	
	
	
	

	
	10年以上
	2
	2
	7
	2
	1
	
	
	
	1
	

	従業者の健康診断の実施状況
	あり　




○介護職員の保健福祉に係る資格取得状況　
	社会福祉士
	　　 0 人（　 人）
	介護職員実務者研修修了者
	　　 2 人（　　人）

	介護福祉士
	　　23 人（　1人）
	介護職員初任者研修修了者
	　　 2 人（　　人）

	介護支援専門員
	　　 1 人（　1人）
	資格なし
	　　 4 人（　　人）


注１) 資格を複数持っている職員がいる場合は、社会福祉士、介護福祉士の順に優先して記入する。他の資格を持っている職員を（　）に外数で記入する。
注２）介護職員基礎研修及び各ホームヘルパー研修修了者は、介護職員初任者研修に含めて記入する。







○要介護者・要支援者に対する直接処遇職員体制
(特定施設入居者生活介護事業者（介護予防特定施設入居者生活介護を含む）の指定を受けた施設のみ記入。利用者数の「前年度の平均値」及び職員数の「常勤換算方法」等については、指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第37号)等の規定によること)
	
	前々年度平均値
	前年度平均値
	今年度平均値
 ※18

	要支援者の人数
	0人
	　　　　0人
	        0人

	要介護者の人数
	45.9人
	45.8人
	49.4人

	指定基準上の直接処遇職員の人数 ※16
	20人
	21人
	22人

	配置している直接処遇職員の人数 ※17
	 20人
	21人
	22人

	要支援者・要介護者の合計数人に対する配置直接処遇職員の人数の割合
	2：1
	2：1
	2：1

	常勤換算方法の考え方
	常勤職員の週勤務時間　37.5時間で除して算出

	従業者の勤務体制の概要
	介護職員　早番　　 7：30　～　16：00
　　　　　日勤　　 8：30　～　17：00
　　　　　遅番　　11：00　～　19：30
　　　　　夜勤　　16：30　～　 9：00

	
	看護職員　早番　　　：　　～　　：
　　　　　日勤　　 8：30　～　17：00
　　　　　遅番　　　：　　～　　：
　　　　　夜勤　　　：　　～　　：


※16　常勤換算後の人数。
※17　常勤換算後の人数。自立者対応の人数を除く。
※18　今年度の平均値は、作成日の前月までの平均値とすること。
(令和7年12月までの平均値)

９　入居・退居等
	入居者の条件（年齢、心身の状況(自立・要支援・要介護)等）
	１.利用開始時に原則満６５歳以上
(６５歳未満の方はご相談ください)
２.要介護１～５の方
３.規定の利用料の支払いが可能な方
４.公的医療保険に加入されている方
５.公的介護保険に加入されている方
６.身元引受人を定められる方
(定められない場合にはご相談ください。)
７.施設の入居契約書・管理規程等をご承諾いただき円滑に共同生活が営める方

	利用をお断りする場合
	以下各項に該当する場合は利用をお断りする場合があります。
１.医療機関への恒常的な入院加療を要するなど、施設において適切な介護サービスの提供が困難な方、暴力をふるう等他の人に害を及ぼすおそれがある方
２.感染症等を有し他の利用者に感染させるおそれのある方
３.介護認定にて要支援の判定がされてしまった場合

	身元引受人、連帯保証人等の条件及び義務等
	入居者には身元引受人と連帯保証人を定めていただきます。
１.当施設の利用契約から生ずる、利用者のすべての債務の連帯保　証
２.利用契約終了時の入居者の身柄及び残置物の引取り
３.特定施設サービス計画への同意
４.入居者の治療、入退院に関する協力
※身元引受人が上記義務の履行が困難になった場合には、入居者は新たな身元引受人を選定し、事業者へ通知します。

	生活保護受給者の受け入れ対応
	　　 可

	施設又は入居者が入居契約を解除する場合の事由及び手続等 ※19
	(契約の終了)
１ 次の各号のいずれかに該当する場合は、本契約は終了するものとします。
　一　入居者が死亡したとき
　二　事業者が契約の解除を通告し、予告期間が満了したとき
　三　入居者が入居者からの解約に基づき解約を行ったとき
(事業者からの契約解除)
1　事業者は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、契約書に定めた条件の下に、本契約を解除することができます。
　一　入居申込書に虚偽の事項を記載する等の不正手段により入居したとき
二　月払いの利用料その他の支払を、支払日より１か月以上滞するとき
　三　第3条第3項の規定に違反したとき
　四　第19条第１項第六号から第十号までの各規定のいずれかに違反したとき
　五　入居者の行動が、他の入居者又は従業員の生命・身体に危害を及ぼし、又は、その危害の切迫した恐れがあり、かつ有料老人ホームにおける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止することができないとき
2　前項の規定に基づく契約の解除の場合は、事業者は次の各号に掲げる手続きを行います。
　一　契約解除の通告については書面にて行うものとし、90日間の予告期間をおく
　二　前号の通告に先立ち、入居者及び身元引受人等に弁明の機会を設ける
　三　解除通告に伴う予告期間中に、入居者の移転先の有無について確認し、移転先がない場合には、入居者、身元引受人その他関係者、関係行政機関と協議し、移転先の確保について協力する
3　本条第1項第五号によって契約を解除する場合には、事業者は前項に加えて次の第一号及び第二号に掲げる手続きを行います。
　一　医師の意見を聴く
　二　一定の観察期間をおく
4　事業者は、入居者及び身元引受人等が次の各号のいずれかに該当した場合には、本条前項までの定めに関わらず、催告することなく本契約を解除することができます。
　一　第39条の各号の確約に反する事実が判明したとき
　二　本契約締結後に反社会的勢力に該当したとき
　三　第19条第1項第一号から第五号までに掲げる行為を行ったとき


(入居者からの解約)
1　入居者は、事業者に対して、少なくとも30日前に解約の申し入れを行うことにより、本契約を解約することができます。解約の申し入れは事業者の定める解約届出書を事業者に提出するものとします。
2　入居者が前項の解約届出書を30日前に提出せずに本契約を解約する場合は、入居者は、事業者に1ヵ月分の家賃相当額と管理費を支払うものとします。また、事業者が退去の事実を知った翌日から起算して30日目をもって、本契約は解約されたものと推定します。
3　入居日から3ヶ月以内においては、30日の予告期間を設けず、即時解約することができます。その際は、事前に頂いた家賃相当額、管理費に関しては日割りにて算出し、返還いたします。
4　入居者は、事業者又は役員が次の各号のいずれかに該当した場合には、本条第1項及び
　第2項の規定に関わらず、催告することなく、本契約を解除することができます。
　一　第39条の各号の確約に反する事実が判明したとき
　二　本契約締結後に自ら又は役員が反社会的勢力に該当したとき

	前年度における
退去者の状況
	退去先別の人数
	自宅等
	0人

	
	
	社会福祉施設
	0人

	
	
	医療機関
	2人

	
	
	死亡者
	10人

	
	
	その他
	0人

	
	生前解約の状況
	施設側の申し出
	0人

	
	
	
	（解約事由の例）

	
	
	入居者側の申し出
	12人

	
	
	
	（解約事由の例）
・ご逝去
・入院後症状の改善が見られず、療養型病院等へ転院。



	体験入居の期間及び費用負担等
	契約を希望されている方は、正式な契約締結前に「体験利用」も可能。
１泊：11,000円(税込)
※介護保険は適用されません。
上記料金には光熱水費、介護サービス費(個別の要望に基づく外出同行等の費用を除く)、食費が含まれます。


※19　入居契約の条項に沿って、解除の事由及び手続、予告期間、前払金の返還時期等を正確に記入。





１０　秘密保持・個人情報の取扱い
	秘密保持 
	事業者は、業務上で知り得た利用者及びその家族に関する秘密の保持に努めるとともに、個人情報保護法を遵守して個人情報保護に努め、入居者又は第三者の生命、身体等に危険がある場合等、正当な理由がある場合又は利用者のあらかじめ書面による同意がある場合を除いて、契約履行中及び契約終了後も、第三者に漏らすことはありません。

	個人情報の保護
	入居者からご提供いただく個人情報の取扱いについては、事業者が交付、説明する「個人情報使用同意書」にご署名・捺印を頂きます



１１　情報開示
	

入居希望者等への情報開示 ※20

	重要事項説明書の公開
	　公　開（ 写し交付 ） 　

	
	入居契約書の公開
	　公　開（ 写し交付 ） 　

	
	管理規程の公開
	　公　開（ 写し交付 ） 　

	
	財務諸表の公開
	　公　開（ 閲覧  ） 　

	
	事業収支計画の公開
	　公　開（ 閲覧  ） 　


※20　市指針上、重要事項説明書、入居契約書及び管理規程は写し交付、その他は少なくとも閲覧であることに留意すること。

添付書類：別添１「介護サービス等の一覧表」
　　　　　別添３「横浜市有料老人ホーム設置運営指導指針　適合表」

　契約の締結にあたり、利用料の詳細な支払い方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書により説明を行いました。

　　　年　　　　月　　　　日　　　　説明者署名　　　　　　　　　　　　　　　  印


契約の締結に当たり、利用料の詳細な支払い方法を含め、本有料老人ホーム重要事項説明書の交付及び説明を受け、同意しました。

　　　年　　　　月　　　　日　　　　署　　　名　　　　　　　　　　 　　　　　　印
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